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基準年度 目標年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

63% 66% 70% - - - -

57% 59%

当初予算額
（百万円）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(1)
浄化槽指導普及事業費等
（昭和59年度）

147
(137)

68
（68）

68
(73)

68 1,2 177

147
(137)

68
（68）

68
(73)

68施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

国土強靱化基本計画
廃棄物処理施設整備計画

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する

指標
達成手段の概要等

行政事業レビュー
事業番号

・浄化槽の設置及び維持管理について各自治体の実態調査や事例収集を通し、浄化槽の適正普及管理に係る制度・手法に関する検討
を行う。
・平成12年の浄化槽法改正により原則新設禁止となった単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽への転換を推進するための効果的な
手法の検討を行う。
・浄化槽の整備に係るコストや効果に関する情報を収集・提供するとともに、民間活用や公共関与による整備手法の検討等を行い、整備
促進に向けたマニュアル等の活用を含め、自治体に対する効率的な事業計画の策定支援を行う。
・適正な維持管理（保守点検、清掃）の徹底に向けた実態把握及び台帳システム等を活用した先行事例の全国への横展開を行う。
・試験合格者、講習修了者からの免状交付申請に応じ、免状を作成・発送する。また、免状の記載事項に変更があった場合の書換等に対
応するため、これまでに交付した浄化槽管理士の情報を台帳として整備・更新する。
・浄化槽に係るセミナーを開催し、県知事、市町村長、市町村議会議員等の政策決定に携わる者や浄化槽行政担当者を対象に、浄化槽
の特徴や地域の実情にあった浄化槽の整備推進のための提案・説明を行い、浄化槽の導入促進に向けた理解の醸成、普及啓発を推進
する。
・浄化槽の計画的・効率的な更新、修繕、管理の最適化を推進することで国土強靱化および災害対応力の強化を図る。また、ライフサイク
ルコストの最小化、予算の最適化を図り、浄化槽整備事業の持続可能な運営に資する。

浄化槽による水環境の保全を図るにあたっての指標として、浄化槽整備区域内の
浄化槽人口普及率を設定した。
残存する単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽への転換を推進するため、平
成30年に閣議設定された廃棄物処理施設整備計画においても同様の目標が定め
られている。

1

浄化槽整備区域内の浄化
槽人口普及率（％）＝浄化
槽整備区域内の合併浄化
槽使用人口/浄化槽整備
区域内の全人口

53% H29年度 73% R9年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 環境保全上効果的である浄化槽の整備による生活排水対策を講ずる。
政策体系上の

位置付け
４．資源循環対策の推進

達成すべき目標
人口分散地域等に最適な汚水処理施設整備である浄化槽の普及を行い、生活排水の適正な処
理によって健全な水環境を確保する。

目標設定の
考え方・根拠

浄化槽法 政策評価実施予定時期 令和6年8月

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－６　浄化槽の整備によるし尿及び雑排水の適正な処理 担当部局名
環境再生・資源循環
局廃棄物適正処理推
進課浄化槽推進室

作成責任者名
(※記入は任意）

沼田正樹(浄化槽推進
室長)
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